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前年が無収入でも、原則 住民税の申告は必要です！

①

所得税と違い、前年に収入が無かったとしても、住民税の申告が必要です。

（品川区内にお住まいの方の扶養親族になっている方を除く）

申告がない方・同一生計配偶者の確認が取れない方にむけて、毎年夏ごろに申告書を発

送しています。ご回答がまだの方につきましては、同封の返信用封筒にて郵送いただくか、

品川区役所税務課の窓口までご提出ください。

＊住民税の課税や申告、税証明に関すること ＊納税に関すること ＊軽自動車税に関すること ＊たばこ税に関すること

TEL : （３７７７）１１１１（代）

FAX : （５７４２）７１０８（課税担当）／（３７７７）１２９２（納税担当）
月曜～金曜 午前８時半から午後５時まで 火曜日は午後７時まで
日 曜 開 庁 午前８時半から午後５時まで （祝日と年末年始はお休みです）
※日曜開庁は、取扱い業務が限られております。
(証明書発行と、相談を伴わないお支払いを受付しております。)

申告しないと、非課税証明書も

発行できない場合があります。

収入がなくても期限内に

申告をするようにしましょう！

昨年は収入がなかったし、

住民税の申告はしなくても

大丈夫よね。

え！どうしてこんなに

国民健康保険料が高いの？

②

③

④

介護保険料も～

後
日
…

そうなんですね。

たとえ収入がなくても、住民税の

申告をしていないと国民健康保険

料・介護保険料・高齢者医療保険

料などが正しく算定できず、本来

の金額より高くなる場合がありま

す！
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～ふるさと納税について～
Ｑ．ふるさと納税をし、ワンストップ特例の手続きをしたのに、住民税が控除されていないような気がする…？

Ａ．ワンストップ特例制度の手続きをしていても、医療費控除などで確定（住民税）申告をした場合、

ふるさと納税に関する控除が一部適用されなくなった可能性があります。

ワンストップ特例制度は、そもそも確定（住民税）申告をされない方を対象とした制度です。

このため、ワンストップ特例制度を利用した方が、その年分について後日確定（住民税）申告

をしてしまうと、「ワンストップ特例制度適用対象外」となり、結果としてふるさと納税に関する控除が

一部適用されなくなってしまいます。確定（住民税）申告時にふるさと納税分も合わせて申告をお願いします。

※ふるさと納税ワンストップ特例制度とは…

確定申告が不要な給与所得者等について、自治体への寄附先が５団体以内の場合に限り、寄附先団

体に申請することにより、確定申告不要で翌年度の個人住民税より控除を受けられる制度。

Ｑ．所得税の確定申告をしたのに、寄附金控除がされていない…？

Ａ．所得税で寄附金控除の申告をしていても、第二表にある「住民税に関する事項」の寄附金税額控除

（特例控除対象）の欄に金額の記載がない場合、住民税からの控除は適用されません。

確定申告をされる方は、「住民税に関する事項」の記載をお忘れなく！

クレジットカード・ＡＴＭ・インターネットバンキング・電子マネー決済で納付ができます

ペイジーマークの表示のある
ATMで納付ができます。
（みずほ銀行・三菱UFJ銀行・
三井住友銀行・ゆうちょ銀行
等）
※一部利用できない場合もございます。

詳細はペイジーホームページ

https://www.pay-easy.jp/ をご覧くだ

さい。

自宅などから金融機関の
インターネットバンキング
を使用し、納付ができま
す。
※事前に金融機関へのインター
ネットバンキングの申込みが必
要です。

ペイジーマークのある納付書（特別区民税・都民税（普通徴収）・
軽自動車税）では次の４つの納付方法がご利用できます。

住民税の納付は便利な口座振替・自動払込で！

ご注意：これらの納付方法では領収書は発行されません。必要な方は金融機関、区役所・区内地域センター・コンビニの窓口をご利用下さい。

ATM インターネットバンキングクレジットカード

ヤフー株式会社が運営
するYahoo!公金支払
（https://koukin.yahoo.co.j
p/)を利用して納付ができ
ます。
※別途決済手数料がかかります。

※区役所の窓口ではクレジット

カードによる納付はできません。

金融機関やゆうちょ銀行（郵便局）の口座から、自動的に引き落として納税できる便利な制度です。

いずれかの方法でお申し込みください。

１ Ｗｅｂでの申込み

専用サイトからインターネットでお申し込みください。

２ 口座振替依頼書での申込み

「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ、申込口座のある金融機関や税務課窓口にご提出

（税務課 には郵送も可）ください。

<口座振替依頼書がある場所> 品川区役所税務課・区内地域センター・区内の各金融機関
お問い合わせ 税務課収納管理係 電話（5742）6669

電子マネー決済
スマートフォンアプリ
「PayPay」、「LINE Pay 請求
書支払い」または「LINE 
Pay」アプリを利用して、ス
マートフォンやタブレット端
末で納付書に印刷されてい
るバーコードを読み取ること
で納付できます。
※事前にスマートフォン決済アプリ

への登録が必要です。

検索品川区 Ｗｅｂ口座お申し込み

★医療費控除の申告についての変更点★
平成３０（２０１８）年度から令和２（２０２０）年度までは、医療費控除の申告についての移行期間として、医療費

控除の明細書または医療費の領収書のどちらでも提出が可能でしたが、令和３（２０２１）年度以降は医療費控

除の明細書のみを提出していただくことになりましたので、ご注意ください。

※医療費控除の明細書を提出する場合、領収書の原本は自宅で５年間保存する必要があります。

・医療費の領収書

・医療費控除の明細書（医療費通知）

上記のいずれかを提出

令和３（２０２１）年度以降
・医療費控除の明細書（医療費通知）を提出


